
平 成 2 8 年 6 月 1 4 日 

いきいき支援センター連絡会  

 

質問や意見等について 

 

【質問】 

●「新しい総合事業」の日割り算定について 

ＮＡＧＯＹＡかいごネットに平成 28年 6月 8日付けで掲載された介護予防・日常生活支援総合

事業（新しい総合事業）に係るＱ＆Ａの№７において、月額包括報酬の日割り算定では、「契約日

については、利用者と事業所との合意があれば、利用開始予定日等を用いても差し支えない。」と

記載されているが、29の各いきいき支援センターにおいて対応を統一したいと考えている。下記

の内容を、いきいき支援センターにおける標準的な取扱いとしても良いか。 

 

＜新しい総合事業の日割り算定における契約日の取扱いについて＞ 

・原則、契約書内の契約期間に利用開始予定日を記入し、その日を「契約日」とみなして日割り

算定を行う。 

・契約書内に契約期間の記載のない場合は、サービス担当者会議などの場で、利用者と事業者が

合意のうえで利用開始予定日を決め、それを「契約日」とみなして、ケアプラン・利用票に反

映させる。 

・結果として、利用開始日が変更となっても、日割りの算定開始日（契約日）は変更しない。 

～市社協～ 

 

特に問題ありません。ただし、上記の内容はいきいき支援センターにおける標準的な取扱いで

あるため、個々のケースにおいて、利用者と事業所の合意を図ったうえで、対応していただく

ようお願いします。 

 

 

上記内容に係る想定ＱＡ 

【質問】 

 上記の標準的な取扱いの説明をしたうえで、事業所から、利用者との契約日を起算日としたい

との申し出があった場合はどのように対応すれば良いか。 

厚労省事務連絡には契約日を起算日とする旨が示されていること、及び上記の標準的な取扱い

は利用者と事業所の合意が前提であることから、質問のケースでは利用者との契約日を起算日

として対応することになります。 

 

【質問】 

 既に契約を交わし、利用者に対して費用等の説明を終えている場合に、上記の標準的な取扱い

を遡って適用する必要があるか。 

質問のケースにおいて、契約日や契約書内の契約期間を起算日として対応している場合には、

遡ってやり直す必要はありません。 

 


